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川越市附属機関等の会議の公開に関する 実施基準 

 （ 趣旨）  

第１ 条 こ の実施基準は、 川越市附属機関及び懇談会等の設置、 運営等に関す

る 指針（ 平成 26 年６ 月 24 日決裁。 以下こ の条において「 指針」 と いう 。 ）

第７ 条第１ 項の規定に基づき 、 附属機関（ 指針第２ 条第１ 項に定める 附属機

関を いう 。 ） 及び懇談会等（ 指針第２ 条第２ 項に定める 懇談会等を いう 。 ）

（ 以下「 附属機関等」 と いう 。 ） の会議の公開に関し 必要な事項を 定める も

のと する 。  

 （ 会議の公開基準）  

第２ 条 附属機関等の会議は、 次の各号のいずれかに該当する 場合を 除き 、 原

則と し て公開と する 。  

⑴ 法令等の規定によ り 当該会議が非公開と さ れている 場合 

⑵ 当該会議において、 川越市情報公開条例（ 平成８ 年条例第 15 号） 第６ 条

第１ 項各号に規定する 非公開情報に該当する 情報について言及する 場合 

⑶ 当該会議を 公開する こ と によ り 、 公正かつ円滑な審議に著し い支障が生

じ 、 会議の目的が達成でき ないと 認めら れる 場合 

 （ 公開又は非公開の決定）  

第３ 条 附属機関等の会議の公開又は非公開の決定は、 前条に規定する 会議の

公開基準に基づき 、 当該附属機関等が行う も のと する 。  

２  附属機関等は、 会議の公開又は非公開を 決定し た場合は、 その決定内容を

公表する と と も に、 会議の全部又はその一部を 公開し ないこ と を 決定し た場

合は、 その理由についても 明ら かにする も のと する 。  

 （ 公開の方法等）  

第４ 条 会議の公開は、 会議の傍聴を 希望する 市民等に、 当該附属機関等の長

が会議の傍聴を 認める こ と によ り 行う も のと する 。  

２  会議を 公開する 場合には、 当該附属機関等の長は傍聴を 認める 定員を あら

かじ め定め、 当該会議の会場に傍聴席を 設ける 等の配慮を する も のと する 。  

３  会議の公開に当たっ ては、 会議が公正かつ円滑に行われる よ う 、 傍聴に係

る 遵守事項等を 定め、 当該会議の開催中における 会場の秩序維持に努める も

のと する 。  
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 （ 会議資料の配布）  

第５ 条 附属機関等は、 会議の公開に当たっ ては、 当該会議において配布す

る 会議資料等（ 川越市情報公開条例第６ 条第１ 項各号に該当する 情報が記

載さ れている 部分を 除く 。 以下同じ 。 ） を 傍聴人に配布する も のと する 。

ただし 、 図面、 地図、 写真、 報告書、 冊子その他の個別に配布する こ と が

困難と 認めら れる 会議資料等について は、 会場に備え、 傍聴人の閲覧に供

する よ う 努める も のと する 。  

（ 会議開催の周知）  

第６ 条 附属機関等は、 会議を 開催する に当たっ ては、 当該会議の開催日の１

週間前ま でに、 次に掲げる 事項を 市のホーム ページに掲載する こ と 等によ り

当該会議の開催を 市民等に周知する よ う 努める も のと する 。  

⑴ 附属機関等の名称 

⑵ 開催日時 

⑶ 開催場所 

⑷ 議題 

⑸ 会議の公開、 非公開の別 

⑹ 会議の全部又は一部を 非公開と する 場合にあっ ては、 その理由 

⑺ 傍聴者の定員 

⑻ 傍聴に必要な手続 

⑼ その他必要な事項 

 （ 会議記録の作成及び公開）  

第７ 条 附属機関等の会議等を 開催し た 場合においては、 当該会議終了後速

やかに会議録又は会議要旨（ 以下こ の条において 「 会議記録」 と いう 。 ）

を 作成し 、 情報公開窓口への設置、 市のホーム ページへの掲載その他の適切

な方法によ り 公開する も のと する 。 た だし 、 会議記録を 公開する こ と がで

き ないと き は、 その理由を 明ら かにする も のと する 。  

２  前項の規定によ り 会議記録を 公開し よ う と する 場合においては、 第５ 条

の会議資料等を 併せて公開する よ う 努める も のと する 。  

３  前２ 項の会議記録及び会議資料等の公開は、 当該会議を 開催し た日の属

する 年度の翌年度の末日ま で実施する も のと する 。  
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   附 則（ 平成 17 年 4 月 18 日決裁）  

１  こ の実施基準は、 平成 17 年 8 月 1 日から 施行する 。  

２  会議の公開のための手続その他必要な準備行為は、 こ の実施基準の施行前

においても 行う こ と ができ る 。  

   附 則（ 平成 25 年 8 月 26 日決裁）  

 こ の実施基準は、 平成 25 年 9 月 1 日から 施行する 。  

   附 則（ 平成 26 年６ 月 24 日決裁）  

 こ の実施基準は、 平成 26 年６ 月 24 日から 施行する 。  

 

 


